
■店舗を利用するために必要な情報の掲示（薬事法第２９条の２） 

次の事項について、掲示板等により「店舗内に掲示」しなければなりません。また、第３については、

特定販売を行うことについての広告をする場合、ホームページ等に表示しなければなりません。 

 

＜具体例＞ 

第１  店舗の管理及び運営に関する事項 

１ 許可の区分の別 店舗販売業 

２ 

店舗販売業者の氏名又は名

称その他の店舗販売業の許

可証の記載事項 

店舗販売業者

氏名 
株式会社○○○○ 

店舗の名称 ○○○○薬店 ○○店 

店舗の所在地 ○○市○○町○丁目○番○号 

許可番号 第○○○○号 

有効期間 平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日 

３ 店舗管理者の氏名 愛媛一郎 

４ 

当該店舗に勤務する薬剤師

又は登録販売者の別、その氏

名及び担当業務 

 

※担当業務については、例え

ば、保管・陳列・販売・情報

提供・相談・発送等をそれぞ

れ誰がいつ担当しているか

が分かるよう記載すればよ

い。また、対面販売と特定販

売とで担当が異なる場合、そ

の旨も記載が望ましい。 

薬剤師、登録

販売者の別 
氏 名 担当業務 担当日時 

薬剤師 

愛媛一郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売・特定販売） 

水～日曜日 

９ :00 ～

18:00 

愛媛二郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売・特定販売） 

月～金曜日 

11:00 ～

20:00 

愛媛三郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売・特定販売） 

月～金曜日 

９ :00 ～

18:00 

登録販売者 

愛媛四郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売・特定販売） 

月～金曜日 

９ :00 ～

18:00 

愛媛五郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売、特定販売） 

水～日曜日 

９ :00 ～

18:00 

５ 
取り扱う要指導医薬品及び 

一般用医薬品の区分 

要指導医薬品、第１類医薬品、第２類医薬品（指定第２類医薬品）、

第３類医薬品 

６ 
当該店舗に勤務する者の 

名札等による区別に関する
薬剤師 

・「薬剤師」の文字と「氏名」を記載した名札 

・白衣 



説明 
登録販売者 

・「登録販売者」の文字と「氏名」を記載した名札 

・緑色のユニホーム 

その他の者 
・「一般従事者」の文字と「氏名」を記載した名札 

・紺色の事務服 

７ 

通常の営業時間 
月曜日～金曜日  ９：００～１８：００ 

土曜日      ９：００～１３：００ 

通常の営業時間外で相談で

きる時間 

月曜日～金曜日  １８：００～２０：００ 

土曜日      １３：００～１８：００ 

日曜日      ９：００～１８：００ 

通常の営業時間外で医薬品

の購入又は譲受けの申込み

を受理する時間 

月曜日～金曜日  １８：００～２０：００ 

土曜日      １３：００～１８：００ 

日曜日      ９：００～１８：００ 

８ 相談時及び緊急時の連絡先  

１ 株式会社○○○○ ○○○○薬局 ○○店 

電話番号：○○○－○○○－○○○○ 

２ 株式会社○○○○ ○○○○薬局 

  電話番号：○○○－○○○－○○○○ 

   

 

第２  要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 

１ 

要指導医薬品、第１類医薬

品、第２類医薬品及び第３類

医薬品の定義及びこれらに

関する解説 

 

※要指導医薬品、第１類医薬

品を取り扱わない薬局にお

いても、購入者の理解の観点

から、全区分の記載が必要。

（以下の項目も同様。） 

要指導医薬品 

次のイからニまでに掲げる医薬品（専ら動物のため

に使用されることが目的とされているものを除く。）

のうち、その効能及び効果において人体に対する作用

が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係

者から提供された情報に基づく需要者の選択により

使用されることが目的とされているものであり、か

つ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報

の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われること

が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生

審議会の意見を聴いて指定するもの。 

イ その製造販売の承認の申請に際して薬事法第

１４条第８項第１号に該当するとされた医薬品

であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生

労働省令で定める期間を経過しないもの 

ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げ

る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、



効果等が同一性を有すると認められた医薬品で

あつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労

働省令で定める期間を経過しないもの 

ハ 薬事法第４４条第１項に規定する毒薬 

ニ 薬事法第４４条第２項に規定する劇薬 

第１類医薬品 

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の

健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使

用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定

したもの。 

また、その製造販売の承認の申請に際して薬事法第

１４条第８項第１号に該当するとされた一般用医薬

品であって、当該申請に係る製造販売承認を受けてか

ら厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。 

（特にリスクが高いもの） 

第２類医薬品 

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の

健康被害が生ずるおそれがある医薬品（第１類医薬品

を除く）として厚生労働大臣が指定したもの。 

（リスクが比較的高いもの） 

また、その中でも、相互作用や患者背景等の条件に

より健康被害のリスクが高まるものや、依存性又は習

慣性のある成分を含むものは、特に注意を要するため

「指定第２類医薬品」として厚生労働大臣が指定し

た。 

第３類医薬品 

第１類医薬品及び第２類医薬品以外の一般用医薬

品。 

その副作用等により日常生活に支障を来す程度で

はないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医

薬品。 

（リスクが比較的低いもの） 

２ 

要指導医薬品、第１類医薬

品、第２類医薬品及び第３類

医薬品の表示に関する解説 

１ 記載事項 

区分表示として、「要指導医薬品」「第１類医薬品」「第２類医

薬品」「第３類医薬品」と記載し、以下のように枠（四角枠）で囲

みます。 

要指導医薬品 第１類医薬品 第２類医薬品 第３類医薬品 

また、第２類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労

働大臣が指定した「指定第２類医薬品」については、併せて「２」

の文字を四角枠又は丸枠で囲みます。 

     

 

第２類医薬品 第○2 類医薬品 



２ 記載場所 

  要指導医薬品又は一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記

載します。 

  また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見

ることができない場合には、外部の容器又は外部の被包にも併せて

記載します。 

３ 

要指導医薬品、第１類医薬

品、第２類医薬品及び第３類

医薬品の情報の提供及び指

導に関する解説 

要指導医薬品、第１類医薬品、第２類医薬品及び第３類医薬品にあ

っては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがありま

す。 

 要指導医薬品 第１類医薬品 第２類医薬品 第３類医薬品 

情報提供 

の方法等 

対面・書面 

（義務） 

対面・書面 

（義務） 

対面・口頭 

（努力） 
規定なし 

相談応需 

の方法等 

対面、電話 

（義務） 

対面、電話、

ネット、文書 

（義務） 

対面、電話、

ネット、文書 

（義務） 

対面、電話、

ネット、文書 

（義務） 

対応者 薬剤師 薬剤師 
薬剤師 

登録販売者 

薬剤師 

登録販売者 

※登録販売者：資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受け

た専門家です。 

４ 
要指導医薬品の陳列に関す

る解説 

要指導医薬品は、同医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列してい

ます。 

ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り

受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しく

はこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使

用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限

りではありません。 

また、一般用医薬品を混在させないように陳列しています。 

５ 
指定第２類医薬品の陳列等

に関する解説 

指定第２類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備か

ら７メートル以内の範囲に陳列しています。 

ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第２類医薬品

を 陳列する陳列設備から１．２メートル以内の範囲に一般用医薬品

を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、

若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しく

は譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができな

いよう必要な措置が 採られている場合は、この限りではありません。 

特定販売の広告には、第１類医薬品、指定第２類医薬品、第２類医

薬品、第３類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示してい

ます。 



６ 

指定第２類医薬品を購入し、

又は譲り受けようとする場

合は、当該指定第２類医薬品

の禁忌を確認すること及び

当該指定第２類医薬品の使

用について薬剤師又は登録

販売者に相談することを勧

める旨 

指定第２類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該

指定第２類医薬品の禁忌を確認してください。 

また、指定第２類医薬品の使用については、薬剤師又は登録販売者

に相談することをお勧めします。 

７ 
一般用医薬品の陳列等に関

する解説 

第１類医薬品は、第１類医薬品陳列区画内に陳列しています。 

 ただし、鍵をかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しく

は譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受

けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられ

た一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列

する場合は、この限りではありません。 

第２類医薬品と第３類医薬品は、それぞれが混在しないように陳列

しています。 

８ 

医薬品による健康被害の 

救済に関する制度に関する

解説 

医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院

治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医

療費・医療手当・障害年金などの給付を行う制度です。 

救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問合せください。 

「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」 

ホームページアドレス http://www.pmda.go.jp/index.html 

電話番号：０１２０－１４９－９３１（９：００～１７：３０） 

９ 
個人情報の適正な取扱いを

確保するための措置 

販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号）及び「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成 16 年 12 月 24 日付け

医政発第 1224001 号・薬食発第 1224002 号・老発第 1224002 号厚生

労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添）に従い、適切に

取り扱います。 

10 
その他必要な事項 

（苦情など相談窓口等） 

１ 株式会社○○○○ ○○○○薬店 ○○店 

電話番号：○○○－○○○－○○○○（○○：○○～○○：○○） 

２ 〇〇〇保健所〇〇課 

  電話番号：○○○－○○○－○○○○（○○：○○～○○：○○） 

 

 

 

 

 

 



第３  特定販売に関する事項 

１ 薬局の主要な外観の写真 （外観写真） 

 

２ 

一般用医薬品の陳列の状況

を示す写真 

 

※店舗で代表的な一般用医

薬品の陳列棚（例えば一番大

きな陳列棚、レジの後ろの陳

列棚等）の写真を表示させる

ことで差し支えない。 

（陳列状況写真） 

 

３ 

現在勤務している薬剤師又

は登録販売者の別及びその

氏名 

 

※特定販売の業務を行う資

格者一覧と概ねの勤務時間

等（シフト表等）を示すこと

で差し支えない。 

薬剤師、登録

販売者の別 
氏 名 担当業務 担当日時 

薬剤師 

愛媛一郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売・特定販売） 

水～日曜日 

９ :00 ～

18:00 

愛媛二郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売・特定販売） 

月～金曜日 

11:00 ～

20:00 

愛媛三郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売・特定販売） 

月～金曜日 

９ :00 ～

18:00 

登録販売者 

愛媛四郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売・特定販売） 

月～金曜日 

９ :00 ～

18:00 

愛媛五郎 

保管、陳列、販売、情報

提供、相談、発送（対面

販売、特定販売） 

水～日曜日 

９ :00 ～

18:00 



４ 

開店時間と特定販売を行う

時間が異なる場合は、その開

店時間及び特定販売を行う

時間 

（開店時間） 

月曜日～金曜日  ９：００～１８：００ 

土曜日      ９：００～１３：００ 

（特定販売を行う時間） 

月曜日～金曜日  ９：００～２０：００ 

土、日曜日    ９：００～１８：００ 

５ 
特定販売を行う一般用医薬

品の使用期限 
当店では使用期限が１年以上ある医薬品のみを配送いたします。 

 


